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１．事例の概要 

３回経産婦。妊娠３５週４日、妊産婦は突然の下腹部痛があり、４日間入

院治療されたが、異常はみられなかった。妊娠３７週３日、妊産婦は自然破

水と同時に多量の性器出血があり、当該分娩機関へ入院となった。入院時、

性器出血は著明で、収縮期血圧は６０ｍｍＨｇであり、胎児心拍数は３０拍

／分であった。常位胎盤早期剥離と診断され、緊急帝王切開が決定された。

搬送先のＮＩＣＵの小児科医立会いのもと手術が開始され、入院から５６分

後に児が娩出された。血性羊水と、胎盤母体面積の１０％に凝血の付着が認

められた。胎盤病理組織学検査では、血栓、梗塞、感染の所見は認めなかっ

た。手術中の出血量は１７５０ｇ（羊水含む）であった。 

児の在胎週数は３７週３日、体重は２８７４ｇであった。臍帯動脈血ガス

分析値は、ｐＨ６．５７８、ＰＯ２１７．９ｍｍＨｇ、ＰＣＯ２１２７．３ｍ

ｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１１．２ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－３１．９ｍｍｏｌ／Ｌであ

った。生後１分のアプガースコアは１点（心拍１点）で、搬送先のＮＩＣＵ

の小児科医は直ちに、バッグ・マスクによる人工呼吸を開始し、生後２分に

気管挿管が行われた。生後５分のアプガースコアは２点（心拍２点）であっ

た。生後４０分、人工呼吸を行いながら、ＮＩＣＵに搬送され、人工呼吸器

が装着された。入院後、痙攣が頻回にみられ、抗痙攣薬が投与された。脳波
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検査では、ほぼ平坦な状態で最高度活動低下と判断され、生後６時間より、

脳低温療法が開始された。生後９日、頭部ＭＲＩ検査では、びまん性の低酸

素血症後の変化が認められた。生後１５日、脳波検査では、全体的に活動性

が停滞しており、生後２９日の再検査では、最高度活動低下の所見であった。 

本事例は病院における事例であり、産婦人科専門医２名（経験２２年、２

３年）、小児科医１名（経験１３年）、麻酔科医１名（経験３２年）と、助産

師１名（経験１９年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による重症の胎

児低酸素・酸血症と考えられる。常位胎盤早期剥離の発症時期は、自然破水

とともに多量の性器出血が認められた妊娠３７週３日と推測される。常位胎

盤早期剥離の原因は不明である。出生後の酸血症の持続が脳性麻痺の増悪因

子となった可能性がある。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠３５週４日の急激な腹痛に対して入院管理とし、血液検査、ノンスト

レステストを行ったことは一般的である。腹痛の治療として抗生剤投与を行

ったことは、選択肢のひとつである。 

妊産婦が救急車で到着後、分娩監視装置を装着し、血管確保を行い、補液

の投与および酸素投与を開始したことは一般的である。常位胎盤早期剥離と

診断し、早期に帝王切開を決定したこと、手術前に血液検査で凝固機能の評

価を行ったことは一般的である。手術決定から手術開始までに要した時間は、

母体の安全および児の蘇生準備を考慮すると基準内である。 

搬送先のＮＩＣＵの小児科医の立会いで手術を行ったことは適確である。
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出生後の蘇生は一般的である。生後４０分に人工呼吸を行いながら、ＮＩＣ

Ｕに搬送したことは適確である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

緊急時の胎児心拍数陣痛図の患者情報の記載について 

本事例の胎児心拍数陣痛図に妊産婦の氏名、ＩＤの記載がなかった。リス

クマネージメントの観点から、緊急時においても胎児心拍数陣痛図に氏名、

ＩＤを速やかに入力する体制を確立することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

常位胎盤早期剥離に関する研究 

常位胎盤早期剥離の発生機序の解明、予防方法、早期診断に関する研

究を推進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 
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